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横断歩道含□運動プラスの実践!

歩行者と運転者は手と目で合図をして、安全に道路を横断し

ましよう。運転者はダイヤマークを見つけたら減速 !
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点灯推奨時間は
午後4時
早めのライト点灯を。

反射材用品を

着用しましょう!

飲酒運転追放
「三ない運動」の徹底!

酒を飲んだら車を運転しない

運転する時は酒を飲まない

運転する人には酒を飲ませない
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大人もこどもも自転車乗車用ヘルメット

を着用しましょう!

自転車安全利用五則を守りましよう!

①車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守つて、安全確認

③夜間はライトを点灯 ④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

特定小型原動機付自転車等を

正しく安全に利用しましよう!

′t」
すヽ1蛉封

`1■
7

●

●層Э ヽ

タロ、
 `  ■

ヽり′

■
翻
孤憑命嚢

，
　
■
〓

●
・　
●
●
″
一̈

田習

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

聰
心|

〔

●機

覇脇4醗
}歩行者も交通ルールを守りましよう!

横断歩道を渡りましょう。信号を守りましよう。斜め横断や

横断禁止場所での横断は禁止です。
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